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ごあいさつ

昭和 49年 4月 1日をもって町政を施行

し、今日、満 10年を迎えようとしていますO

この聞には¥わが国の社会・経済環境も大

きく変化し、本町のまちづくりを進めるう

えでも幾多の困難な課題に直面してまいり

ましたが、幸い、町民の方々のど理解とど

協力をいただき、町勢も大きく発 J喪を遂げ

るに至っております。

しかし¥本町においては¥住みよいまち

づくりへ向けて残された課題は山積してお

ります。今後は真に「地方の時代」にふさ

わしい定住社会の実現を目指して、いっそ

う長期的な観点に立った総合的、計画的¥

効率的な行政運営を図っていかなければな

りません。

乙のためにも¥今後の町政運営の基本的

指針として、 21世紀のまちづくりを展望

した「三宅町基本構想」を策定し、本構想

で掲げられた「健康と文化のまちづくり」

の実現を目指していく所存であります。



今後とも町民の皆様をはじめ、関係者各

位の格段のど理解とど協力を賜りますよう

お願い申し上げますとともに¥本構想策定

にあたり多大な御尽力をいただきました皆

様に対しましでも心から感謝を申しあげま

す。

昭和 58年 3月

三宅町長 置 本 庄 司
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序 章三宅町基本構想の策定にあたって

1. 策定の目的

本町は昭和 49年 4月 1日の町制施行後、「のびゆく私た

ちの三宅町の未来 Jへ向けて、総合的、計画的左まちづくりK

努めてきた。

その後、経済は高度成長から安定成長へと転換し、国民の

生活意識や価値観も大きく変化しつつある。本町にないても

都市化の進展、住宅開発の進行K伴い、自然集落が集合する

町から田園都市的左町へと、町のあり方K基本的左変化がみら

れる今日、 21世紀を展望したまちづくりのあり方が問われて

いるといえよう。

とのよう左情勢のもとにあって、古来より地域住民が営々

として築き上げてきた歴史的風土と豊か左自然を活かし、 21

みずほ くになかうつく み 明7

世紀を展望した個性的念まちづくり(瑞穂の国中の美しい三宅
その

の園づくり入即ち「健康と文化のまちづくり」を実現して

いくことを目的として本構想を策定した。

2. 目標年次の設定

本構想は 21世紀のまちづくりへ向けての長期的ビジョンで

あり、目標年次を昭和 75年と定める。
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第 1章三宅町のなりたち
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第 1章 三宅町のなりたち

第 l節 三宅町の歴史的なりたち

1. 

、---

2. 

古代(大和・奈良・平安時代)

本町の歴史は遠く古代にまでさかのぼり、
はら み明奴ぬち

みやけ

「万葉集JVLI三宅

の原」や「三宅道」という名がみられる。弥生時代には稲作を

行うように左り、治水や豊作を祈願する祭器や埴輪を制作する

たま乙 あかまる とんて流し

工房(玉子遺跡、赤丸遺跡)及び、屯田司や在地豪族のものと

思われる周豪を持つ前方後円墳の遺跡が存在する。

大化の改新により奈良盆地に条里制が施行されたが、本町域

もその一部に含まれ、その名残りは今も左な広範囲K残っている。

中世(鎌倉・室町・安土桃山時代)

中世に左ると人口増加により、班回収授法も乱れ荘園制が進

み、本町にも興福寺に関係したと思われる荘園がわずかにみら

れる。

ζの時代の集落は、一般に条里の坪毎に人家が点在する散村

の形態と左っていたが、戦国争乱の時代へと向うにつれ村落は集

村の形態、をとるように左り、 1 5世紀後半に左ると自衛を強め

るために環濠集落の形態がとられた。とのよう左環濠集落の面
ともλどう

影は今日も伴堂Vてみられる。
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3. 近世(江戸時代)
ひ〉うぶ し寸ユみ たじま ともんどう おやなぎ

近世の本町は、郡山町藩に属し界風、石見、但馬、伴堂、小柳

の 5村K分かれていた。との当時は士農工商の身分制度がしか

れ、村を構成していた人々の大多数は農民であった。

4. 近代・現代(明治・大正・昭和時代)

明治維新を迎え廃藩置県、大区小区、連合戸長役場の設置左

どの変遷を経て、明治 22年 4月 1日三宅村が成立した。昭和
し対コみ ぴょうぶ

40年頃より石見、界風地域にないて住宅団地建設が進み人口

が急増し、昭和 49年 4月1日に町制が施行され現在K至って

いる。
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第2節三宅町の自然的条件

/ 本町は奈良盆地の中央に位置し、東西約 3.9Km、南北約 2.1 

Kmで、面積は 4.97 K~ と県内で 2 番目に狭心四方何れを眺め

ても大和国原のはるかか左たに美しい山々の姿を遠望するとと

ができる所にある 。昭和 55年国勢調査Kよれば人口は、8，560

人であり、人口密度は 17.2人/haと奈良県内で 9番目K高い。

1. 地形・地質

本町は標高40m.-，l45mVL位置し、地形の傾斜は約 3度位で

東より西へと傾いてなり、寺川沿いの石見付近が 45mと最

も高く左っている。本町は東から寺川、飛鳥川、曽我川が北

流し、北隣の川西町で合流して大和川と左る。河川沿いには

自然堤防より左る徴高地が存在し、この微高地上に集落が立

地している。

本町が位置する奈良盆地の表層の地質は、洪積層の上に堆

積された沖積層である。最上部は盛土で、一般K農耕土とも

いえる腐植物が混入された黄褐色の土質である。との下の深

度 l.-，1 3mではシルトと左り、深度 4""'5mでは粘土質シル

ト、深度 5m以下では砂質の層と左っている。

2. 気候

大和盆地の中央部に位置する本町の気候は内陸性を示し、
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1月"-'2月が寒く平均気温はそれぞれ 4.2
0

C、 3.9
0

Cである 。 / 

7 "-' 8月には月平均 27 ocを越し、最高気温が 30 OCを越す

日も多い。年間降水量は約 1，300mmであり、 6月の梅雨前

線と 9月の秋雨前線の停滞による降雨が多い。

特K秋雨前線が台風を伴い豪雨と左ると、河川は氾濫し水

田はもとより家屋の床下まで浸水し、多大左被害を被ったと

とも過去Kは度々あった。 1~2 月 Kは乾燥した西あるいは

北北西の季節風が強くなる。
第2章三宅町の特性と課題
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三宅町の特性と課題第2章

三宅町の特性第 l節

まちの個性的で魅力的左まちづくりを進めていくためには、

まちの固有の条件に適合したまちづくり特性を十分に見極め、

の方向を考えていか左ければ左ら左い。

本町にないては、次の 5つを主要念特性としてあげるととが

できょう。

歴史的・自然的環境が豊か左まち
みやけ はら

『三宅の原』として古くか

、、.. ，，r
 

可

i
/
'z

‘、

奈良盆地のほぼ中央に位置し、

ら文化が開け、現在でも豊か左生活文化がいきづいてなり、
かんとう

伝統的文化のイメージKあふれでいる。今日 Kないても環濠

田集落や社寺林左どの歴史的環境、河川・溜池の水辺環境、

や畑の田園的環境に恵まれてな夕、住民に憩いとやすらぎを

与えている。

バランスのとれたまち(2) 

田園的環境の左かに、文化・産業念どのバランスがとれたま

ちである。 ζれまで、大き左外的インパクトを受けたことが

左く、各集落を基盤に自立的まちづくりが可能である。
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(3) 地場産業が盛ん左まち

スポーツ用品を主とする産業が盛んであり、製品の多様化・

高度化がみられ、健康産業化への発展が期待されている。

(4) 個性的左教育が行左われているまち

保育園の幼稚園化が進行している中にあって、幼稚園にな

ける教育と保育園になける保育を有機的に組み合わぜた幼児

教育(幼児園教育〉が行左われている左ど、今後の幼児教育

のあり方を探る積極的左教育活動が実践されている。

( 5) コンパクトにまとまったまち

総面積が 4.97縦であれ '東西VC3.8 Km 、南北VC2.2 Kmと

町域が狭心町全体が歩行圏にある。しかも、旧集落を基盤

として町が発展してきてなり、定住性が高く緊密左コミュニ

ティが形成される条件が整っている。
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戸2節三宅町の課題

本町のとれからのまちづくりにないて、前述の 5つの主要念

特性をふまえた次の 5つの主要左課題を解決し、健康でいきい

きとした豊か左生活を確保しつつ郷土文化の育成をはかり、町のイ

メージの向上をはかっていくとともに、誇りと愛情を育てるま

ちづくりに取り組んでいか左くては左ら左い。

(1) 歴史と水と緑をいかした町づくりの推進
みやけ はら

『三宅の原』という呼称や環濠集落、社寺等の歴史的環境

と河川・溜池、農用地左どの自然的環境の活用を進めるためK、

歴史的環境の保全・整備に努めるとともに、河川・溜池の公

園化、優良農地の保全K努める必要がある。さらに、農業用
あせ弘ち

水路や畦道を活用したフラワ」ロ」ドや緑道を整備して、花

と緑と水のネットワ」クによって歴史的環境と自然的環境の
みやげ その

融け合った「三宅の園」の創造を図っていくととが最も重要

左課題である。

( 2) 地場産業の多様化・活性化

スポーツ用品を主とする地場産業は本町の産業にないて大

き左位置を占めている。中進国の追い上げ、消費者のニ」ズの高

度化左ど地場産業をとりまく環境は厳しく左つてな夕、製品

の高度化・多様化や経営の体質強化を図っていくととが重要
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左課題と左っている。

( 3) 健康左地域社会の形成

健康の保持・増進と福祉の充実は、私達がよりよいくら

しを維持するために取り組主左ければ左ら左い重要左課題

である。国の施策として健康増進が図られているものの、

まだ取り組み方には弱いものがあり、スポーツ・レクリエ

ーションの振興、地域保健活動を通じて、町ぐるみで健康

づくり K取り組む風土の形成が課題と左っている。

(4) 生涯教育の充実

高齢化社会を迎えた現在、生きがいのある生活を送るた

めに生涯を通じた学習の機会の充実が求められている。初

等教育にないては、教育内容の充実を図っていくとともに、

郷土への愛情を育てる郷土学習を推進していく必要がある。

また、社会教育レてないても、各世代にわたって生きがい

のある生活を送っていけるように生涯教育の充実を図る必

要がある。

さらに、本町は昔からの集落を基盤として町が発展して

きてなり、それぞれの集落Vてないてコミュニティ活動を通

じて良い生活習慣左どの掘り起 ζ しと創造を図り、地域文

化を育成していくことが必要と左っている。

-10ー

タ)都市基盤の整備

国道 24号バイパスを産業軸とし、東西K走る 2本の町幹

線道路を整備し、町の中心区域を囲む幹線道路網の整備を図
たいしみち

っていくとともK、「大子道Jを生活軸として、 緑道や自転車

道の整備によって、生活道路網の整備を図っていく必要があ

る。

また、未処理の生活雑排水や工場排水は農業用水を汚染し、

農作物に被害を生じさせるとともに、蚊やハヱの発生の一因

とも在っている。とのため、公共下水道及び都市下水路の早

期整備を促進し、快適左居住環境を整備するとともに、農業

生産環境を保全していくととが必要である。
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/第3章 三宅町の将来像

第 l節 三宅町の将来像

みやけ はら み引拡ぬち

本町は、万葉集の中でも「三宅の原Jや「三宅道」と呼ばれてい

るように、古くから稲作を中心とした集落を形成し、文化や都

市づくりの先進地として発展してきた。

近年では、住宅団地建設左ど都市化の進展がみられ、農業を中

心とした田園集落からスポ」ツ用品製造左どの地場産業をもっ郊

外住宅地としての性格をもっ田園文化都市へと町の基本的機能が

変化しつつあり、 21世紀を展望する今日、 新た念発展段階を

むかえようとしている。

とのよう左中にあって、祖先の長い営為の中で培われてきた

伝統と風土に基づきつつ、社会経済の発展の方向を見極めて住

民のよりよい生活を築いていく町の将来像を明確にし左くては

左ら左い。

本町には、人間の営みの時間的えと積み重ねとしての歴史的環

境と人聞の営みの空間的念場としての田園的環境があり、そこ

に現在の住民の営みとして、農業と地場産業と生活文化がある。

とのよう左本町がもっている豊か左個性と魅力を伸ばし、 と

れからのまちづくりにいかしていか左くては左ら左い。

以上のことから、三宅町の将来像を次のように定める。
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基調テーマ

「健康と文化のまちづくり」
みすな くtとなか みやけその

一一瑞穂の国中の美しい三宅の園づくりをめざして一一

サブテーマ

1. 健康づくりを推進し、生きがいのあふれるまちづくり

2. 心豊か友人を育て、新しい郷土文化を創造するまちづ

ぐり

3. 美しい自然と快適左居住環境が調和したまちづくり

4. 地場産業を育成し、活気あふれる産業を育てるまちづ

ぐり

5. 人権を尊び¥心ふれあう地域社会を形成するまちづく

り

-14-

第2節土地利用及び機能配置構想

本町の将来像である「健康と文化のまちづくり Jvr基づき、

とれからの町づくりを進めるに当って、土地利用の基本的枠組

みを設定する。す左わち、本町を都市的環境の整備K努める地

区と田園的環境の整備に努める地区の 2つのゾーンに分け、そ

れぞれのゾーンK応じた町づくりを進める。さらに、とのゾー

ンを 9つのエリアに分け、以下に示すそれぞれの機能を持つエ

リアとして整備を図る。

1. ゾーン区分とその整備の基本方針

・都市環境整備ゾーン

自然環境をいかしながら、主として住居、教育・文化、

福祉、商業、工業左どの都市的環境の整備を図る。

田園環境整備ゾ}ン

優良農地の保全と農業基盤の整備を進めるととも K、集

落環境の整備を進め、農業の振興と居住環境が調和した田

園的環境の保全・整備を図る。

2. エリア区分とその整備の基本方針

くタウンセンター >

役場、公民館、小学校左どを中心とした町の中枢機能の

充実・整備を図る区域
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く生涯教育エリア >

各世代Vとわたる生涯教育を通じ、 {J'豊か左人づくり K取

り組む区域

く工業振興エリア >

期
比
町
村

スポーツ・レクリエ}ションを通

じて住民の健康増進K取り組む拠点施設の整備を図る区域

健民運動場を核として、

工業基盤の

Kぎわいの空間と地域商業核の形成を図るととも K、生
み明7 その

産者・消費者との協力のもとVLI三宅の園の朝市」左ど、特

色ある地域商業の振興K努める区域

く歴史的街並み整備エリア >

来、年室の歴史的街並みの復元を進めつつ、居住環境の整

備を図る区域

高付加価値の都市型工業の誘致を図っていく

地場産業の振興・育成K取り組むととも K、

く駅前商業振興エリア >

-16ー

整備を進め、

区域



T' f( 

く居住環境整備エリア >

都市的生活環境の充実K向けて取り組む区域

く集落環境整備エリア >

田園的環境と調和した生活環境の充実K向けて取り組む

区域
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第4章施策の大綱と主要プロジェク卜



l J 15flF， 

第4章施策の大綱と主要プロジェクト

第 l節健康づくりを推進し、生きがいのあふれるまちづくり

(基本的視点)

町民一人ひとりが生きがいあふれる生活を営むKは肉体的・

精神的・社会的左健康が伴わ左ければ左ら左い。今、私達の社会は、

高齢化の方向へ向かいつつあり、それぞれが長い生涯を通じた自分

自身の生き方を確立していか左くては左ら左い時代を迎えたと

もいえる。このよう左時代にあって、本町では、町民一人ひと

りが肉体的・精神的・社会的に健康であり、生きがいあふれる

生活を営めるよう左施策を展開していくととが、これからの目

標である。そのため、町民一人ひとりが健康づくりに努める環

境づくりと、保健・医療体制の充実を図っていくとともに、
みやげ

生涯福祉の充実に努め、いきいきとしたうるないのある『三宅
その

の園』をつくっていく。

(施策の方向)

(1) 健康づくり

経済的にゆとりができてきた現在、生きがいの基礎と左る

健康K深い関心をもつように左ってきた。これまで、健康の

保持のために保健・医療体制の充実が左されてきたが、近年、

-21-



スポーツ活動左どKよって積極的K健康を増進していこうと

いう気運がみられるよう K左ってきた。

これまで、町民の健康づくりの一環として、健康診断、家庭

健康教室、栄養教室等の啓蒙普及活動がもたれ、それぞれ成果

をあげてきたが、とれからは、医療関係機関K依存するだけで

左く、自分の健康は自分で守るという意識が求められる時代と

左る o このため、保健・医療機関の充実はもとより、保健・

医療行政と‘スポ}ツ・レクリエーション行政との連携を強め、

町ぐるみの健康づくり運動を推進するとともに、町全域の公

園化・トリムコース化による健康増進運動の場づくり、スポ

ーツ指導員の育成による占ミュニティ・スポーツの振興、スポ

ーツ大会や各種競技会の開催及び健康増進運動への参加を促

す「健康手帳jの発行左どの健康づくり運動の条件整備を図つ

ていく。

(2) 保健・医療体制の充実

高齢化社会の進展K伴って、住民の健康K対する関心の高

まりがみられ、住民の保健・医療の充実K対する要望は強ま

ってきている o 本町は、これまで、保健センターを中心K医

院 2ケ所との協力のもとに、保健・医療業務の充実に努めて

きたものの、専門的左医療の充実という面からは必ずしも十

-22-

1分とはいえ左い。

とのため、隣接市町村や医療団体との協力と連携を強め、

広域的左医療ネットワークの形成に努めるととも K、保健セ

ンターを拠点とした各種の予防医療業務、検診、健康相談の

み左らず地域保健活動を拡充して総合的左保健・医療体制の

充実に努める。

(3) 福祉の充実

本町は住民福祉を重点にまちづくりを進めてきた。とれま

で、保育所、児童館、老人いといの家、老人福祉センター左ど

の施設の整備に努め、か左りの成果をあげてきた。これから

は、これらの施設の充実に加え、人と人とのふれあいによる

生きがいのある福祉が求められている。

このため、すべての人々が安心して生涯を送っていけるき

め細かい福祉施策を展開し、福祉施設の整備と福祉サービス

の充実をはかっていくとともに、ボランティア活動を育成し

て在宅福祉サービスを拡充し、地域福祉の風土づくり K努め

ていく。

-23ー
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第2節 心豊かな人を育て、新しい郷土文化を創造する

まちづくり

(基本的視点〉

経済社会の進展Kより、国民一人ひとりが経済的に豊かK左

るにつれ、人々は物質的左豊かぎから精神的な豊かさ、す左わ

ち心豊か左生活の営みへと目を向けるよう K左ってきたo

本町は、これまで幼保の一元化や教育施設の充実左どKよって、

明日の社会を担う子供達の教育面に力を注ぐとともに、祖先の

生活の営為の中で培われてきた歴史的風土の保全Kも努めてき

た。

このよう左背景の下に、学校教育や社会教育を通じ心豊か

左人を育てるとともに、コミュニティ活動を通じた地域的祭や

芸能、遊び左どの生活文化(郷土文化〉の掘り起こし:忠造:よ

り、住民一人ひとりが郷土に対する愛情を育て、『三宅の園』

にふさわしい郷土文化を育んでいく。

(施策の方向〉

(1) 学校教育の充実

私達の社会が、より高度に発展し心豊か友社会と左るため

には、明日を担う子供たちの個性を伸ばし、創造性を育む教

育を推進し、明日を切り拓く心豊かな人づくりが求められてい

る。

-24ー

子どもたちを取りまく環境は、都市的生活様式の普及、受

験戦争の激化左ど厳しい状況下レてあり、非行の低年齢化とも

あわせて社会的に大き左問題と左っている。

本町では、とれまで幼稚園教育と保育園機能の有機的結合

(幼保一元化〉や小中学校になける教育機器の整備や教育内

容の充実K努めてきたが、これからも一層、子供たちの個性

と創造性を育む教育環境づくり K努め左ければ左ら左い。

このため、教育条件としての教育施設の整備や子どもたち

がゆとりをもって学べる場づくりに努めるとともに、教職員

の資質向上K努め、家庭教育、学校教育、社会教育との連携

強化を図り、よりよい教育環境の向上を図る。青少年問題に

対しては、住民の協力を求めつつ、行政、教職員が一体と左

って取り組んでいく。さらに、学校施設の地域への開放を通

じて、教育施設を身近左ものにし、地域コミュニティの形

成に努め、地域社会の中で教育を考える土壌の育成K努める。

(2) 社会教育の充実

経済的にゆとりが生じるとともに、高齢化社会を迎え、人

人は自分自身の生き方に目を向けるように左った。

ζの結果、人々は健康はもとより趣味をいかすことや学習

活動に意欲的に取り組むよう K左り、社会教育の充実への要
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望は高まってきている。

本町は、 ζれまで公民館活動左ど社会教育の充実K努め、

成果を上げてきたが、必ずしも十分とはいえ左い。

とのため、社会教育施設や社会教育プログラムを充実して、

住民各層に対する学習機会を拡充するとともK、指導者や学習

グループの育成を図り、住民の自主的学習活動を発展させて

いく条件づくりに努める。また、野あそび博物館左ど、特色あ

る施設をつくるとともに、郷土美術館や郷土博物館左どの建

設へ向けて広域的K取り組んでいく。

(3) 郷土文化の振興

本町を含む奈良盆地Kは、歴史的遺産が数多く存在し、こ

れらが奈良の歴史的風土を醸成してきた。

本町には、祭器や埴輪を製作したと思われる遺跡や周濠を

もっ前方後円墳、さらに条里制を示す田畑の区画左ど古代の

遺産が数多く存在する。また、中世から近世代かけては、環

濠や各種の帳簿、神社仏閣の絵馬や絵図左ど歴史的営為をし

のぶ文化財が残されている。

このよう左祖先が築いてきた歴史的遺産を受けつぐととも

に、歴史的遺産を基礎Kして新しい郷土文化を創造し、各集

落どとに伝統行事や歴史的遺産をいかした特色あるまちづく

-26ー

りに努め左ければ、左ら左い。

そのためには、学校教育、社会教育、広報左どを通じ、町

民一人ひとりが、祖先が残してくれた歴史的左遺産に学び、

郷土文化に対する理解と愛情を深めるとともに、奈良の歴史

的風土Kよって培われてきた祭タや子どもの遊び左ど、コミ

ュニティ活動を通じた身近在郷土文化の掘り起としを進めつ
みやけ その

つ、新しい「三宅の園」の郷土文化を育てていく。

(4) 余暇環境の整備

社会環境や生活様式の移り変わりに伴い、人々の余暇の充

実に対する要望が高まり、心のゆたかさ、健康の増進左どを図

る余暇環境の多面的整備への要望が強まっている。

本町は、これまで、奈良県三宅健民運動場を中心に各種の施

設整備に努めてきたが、左な余暇環境の整備は十分とは言え

左い。

とのため、河川、溜池、田畑、社寺林左どの恵まれた自然環

あ也みち

境を活用し、花木の植栽、水路や畦道をいかしたフラワーロ

ードや緑道による花と緑のネットワーク化をすすめ、健康文

化公園を核とした全町の公園化を図夕、住民がだれで、も、ど

とでも、余暇を楽しめる環境づくりに努める。

また、わかくさ国体を契機として、住民のスポーツ・レク
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リエ}ションK対する意識の高揚を図っていく。さらK、ス

ポーツ指導員の育成に努め、町民の一人ひとりが伺かのスボ

}ツや遊びに特技を持つよう左環境づくりを進めつつ、健康

増進運動への参加状況を示す「健康手帳」を全町民に配布し、

町ぐるみの健康づくり運動を推進していく。

-28ー

第d節 美しい自然と快適な居住環境が調和したまちつ、くり

(基本的視点〉

我が国全体が都市化しつつある現在、山林原野の自然や田園

環境の保全・活用はとれからますます重要性を増すものと思われ

る。本町はとれまで河川、溜池、田畑、社寺林左ど、 美しい自然

に恵まれ、とれらと人々の生活の場が調和した点に本町の魅力

がある。しかし左がら、近年の人口の増加やモータリゼーショ

ンの進行Kよって、居住環境の悪化がみられるように左夕、徐

徐Vてではあるが、居住環境の向上に対する住民の要望も高まり

つつあるc

とのよう左背景のもとに、美しい自然を活用して道路・下水道・

公園左どの都市基盤施設の整備を進め、歩いて楽しいヒュ」マン

スケール(人間的尺度)の美しい自然と快適左居住環境が調和

したまちづくりを進めていく。

(施策の方向)

(1) 生活環境の整備

高度経済成長時代から低経済成長へと時代の流れが変わり、

人々の生活の営みKなける関心は個人消費の豊かさを求める

時代から身近左生活環境の充実へと広がりを見せてなり、人

人の生活環境の整備に対する要望は、ますます多様化、個性
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でネットワ}クし、いわゆる身近左自然を活用した「全町公園化 J

運動を推進 していく。 ζの運動の推進にあたっては、空地や家
化しつつある。

本町は河川、溜池、、田畑、社寺林左どの豊か左自然K恵三まれ、

集落ととれら自然とが調和した田園環境が形成されてきたが、
の周りに花木の植栽を施す左ど、町民一人ひとりの創意と工夫

人口の増加や住宅団地開発左ど市街地開発が進み、必ずしも満
を活用した運動の展開を併せて行う。

足すべき生活環境にあるとは言え左い。

ζのため、土地利用構想に基づいて、都市的環境整備地域と
(2) 交通体系の整備

集落保全環境地域との区分を明確にして、前者については産業、
経済活動の広域化、相互依存性の高まり左どの社会情勢の変化

教育・文化、医療・福祉左どの都市的環境の充実に努めるととも
Kよっ て住民の生活圏は拡大しつつあり、道路の整備や鉄道・

に、後者については自然環境の中に居住環境が調和した田園的
パス左どの公共交通機関の充実への要望も増大してきている。

① 道路の整備
環境の保全を図っていく。 たいしみち

また、環境衛生については、生活雑排水の農業用水への混入
広域幹線である県道の太子道バイパスが町域の中央部をほ

ぼ南北に通り、本町の骨格として重要左役割りを担っている。
たいしみち

による汚染、病害虫の発生左どの解消を進めるためK、公共下

また、大子道の東側に国道 24号バイパスが計画され、本町

の新しい幹線道路としての役割が期待されている。

ごみ処理体制水道や都市下水路の整備の促進を図るととも K、

の充実や墓地・斎場の整備に努める。住環境整備レてついては、

不良住宅の改良K努めるととも K、新た左宅地開発Kあたって
一方、域内幹線として町域を南北に三等分するように、東

は、指導要綱左どKよる指導を強化する。
西VC2 本の町道iJ~通っているものの、 町の骨格構成として

特V亡、防災面については、飛鳥川、曽我川、寺川左どの主要
十分とはいえず、また、道路幅員の狭さKよる交通安全の問

河川の広域的左改修の促進を国・県K対して強く要請し、公共
題左ど、多くの課題が残されている。

下水道や都市下水路の整備を促進し、浸水対策を強化していく o
ほとんどの生活道路は幅員が十分で左く、近年のモータリ

さらK、河川や溜池左どの水辺環境、社寺左どの文化財の保全、
ゼ」ションの進行Kよって、安全左歩行や日常生活という面

公園などの整備を進め、これらを農道や水路左どを活用し?と緑道
レてないて種々の摩擦を生じている。
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，. '" 

このため、広域幹線道路である国道 24号バイパスを本町

の都市軸として位置づけ、早期実現を国・県K働きかけると

とも K、との南北の広域幹線に対して、東西方向に町の市街

地の骨格を形成する域内幹線道路を整備していく o

たいしみち

生活道路Kついては、大子道を本町の生活文化軸として位

置づけ、これを中心軸にして歩道の設置左ど交通安全施設の

整備や道路の緑化左ど、住民生活に身近左道路の整備を進め

つつ、緑道や自転車道とネットワークを図ってい<0 

② 公共交通機関の整備
Tこじま

本町Kは近鉄橿原線の12え駅、近鉄田原本線の但馬駅の 2

駅があり、近鉄田原本線ゐ黒田駅が隣接してある o これらの

駅は有機的K配置されているため、町域の大部分は駅を中心

とする歩行圏内にあるo しかし駅前広場がほとんど左く、あ

っても狭〈、他の交通機関との接続が十分でない左ど、利用

者Kとっては必ずしも便利では左く、今後の整備が必要とさ

れている。

また、ノくスKついては現在町域の西北部を通っているのみ

で住民の利用面への寄与は小さいが、今後は幹線道路や駅前

広場の整備と併わせたノミス交通の充実が望まれる o

このため、鉄道の輸送力の増強を関係機関に要請していく

とともに、自転車、バス、自動車左ど、他の交通機関との連携
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強化を図るため、地域住民と鉄道会社との協力のもとに駅前

整備を促進し、パス交通の充実を関係諸機関K要請していく 。
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第4節 地場産業を育成し、活気あふれる産業を育てるまちづくり

(基本的視点〉

我が国の経済は高度成長から安定成長K移行し、産業構造の

質的充実とバランスのとれた発展が望まれている。

幸い、本町は、大都市の市場K近く、豊か左水と田園的環境

K恵まれ、都市近郊農業の振興K有利左条件を備えている o ま

た、商工業レてないてもスポ}ツ用品製造業を中心とした地場産業

が古くから発達し、バランスのとれた産業が発展してきたo

このよう左情勢をふまえ、優良農地の保全を図りつつ、技術

集約的な都市型農業を推選していく。また商工業については、

スポーツ用品産業の積極的振興、体質強化と都市型産業の誘致

を図るとともに、住民の日常生活の利便性を高めるため、地域

商業の振興に努め、バランスのとれた活気あるまちづくり、い

わゆる健康産業都市をめざしていく。

(施策の方向〉

(1) 工業の振興

世界的左景気停滞や中進国の追い上げ左どにより、海外市

場の縮小、さらK、一部商品にみられる経済摩擦の発生左ど、

我が国の工業を取り巻く状勢には厳しいものがあり、今後の
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工業の発展のためには、研究開発部門の拡充左ど、創造的技

術開発体制を整備していか左〈ては左ら左い。

本町には、スポーツ用品を中心とした地場産業が発達して

きたが、このよう左経済情勢の下にあって、高度化していく消費

者ニーズに適合した商品開発を促進し、経営の体質を強化し

ていく必要がある。

このため、地場産業レてついては下請け零細企業の共同化

Kよる効率化と技術向上、地場ブランドの確立による市場

開拓、製品の多様化・高級化念どの振興策を図っていく。また、

国道 24号バイパスを本町の産業軸とし、 との軸上に工業振

興エリアを設定して、地場産業の移転集約化並びに、都市型

工業の誘致を図っていぐ。

(2) 農業の振興

我が国農業を取り巻く環境は、慢性的米の過剰生産、外国

からの農産物輸入自由化要望の高まり左ど、厳しい状況の下

にあり、大都市圏にないては都市的環境との調和を保ちつつ、

消費者との連携による技術集約型農業への転換が求められて

レ、る。

本町レてないては、大都市近郊に位置しているという立地条
いちと

件をいかし高やしいたけの生産をはじめとして、数々の技術
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とのため、駅前を中心とした地域商業核の形成に努めると

ともに、地元生産者の協力の下に、地元消費者にスポーツ用

みやけ その

品や自然食品の供給を行左う「三宅の園の朝市」の創設左ど、

特色ある地域商業活動を推進していく。

また、消費者対策としては、商品の安全性の確保、品質保

リサ証左どの指導を強化し、住民・業者との連携のもとに、

イクル運動を取り入れた商業活動の育成に努めていく。
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これからはとのよう左展開

を一層推進しつつ、消費者との連携の下V亡、販路開拓や食品

の安全性への追求を進める必要がある 。

さらK、宅地開発の進展による優良農地の滅少、並びV亡、

生活雑排水レてよる農業用水の汚染左どの問題が発生してなり、

今後は、農村的環境と都市的環境の調和を図りつつ、農業基

盤の保全・整備を推進し左くては左ら左い。

このためKは、無秩序左宅地化を抑制しつつ優良農地の保

全レて努め、農道の整備や浸水対策、農地の乾由化のための水

路の整備左ど、農業基盤の整備K努めるoま?と、農業団体との

協力の下K消費者との連携を強化し、生ゴミのリサイク ノレや

無農薬・有機農業による自然食品の生産を進めるとともに、

消費者団体との農産物の直接的取り引きの協定化や朝市の開

催左どを推進して地域農業の振興を図 っていく o

商業の振興

本町にないてはとれまで、地域商業の発達が十分で左く、

購買の利便性の点からも必ずしも十分 とはいえず、新しい

地域商業核の形成を必要としている o また、魅力 あるま ちづ

くりのためには、楽しく活力のあるにぎわいの空間の創出が
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不可欠である。

集約型農業が展開されてきたが、
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第5節 人権を尊び、心ふれあう地域社会を形成するまちづくり

生活様式の都市化、物質文化の進展Vとより地域社会や家庭の

機能の弱まりがみられるKつれ、地域社会や家庭生活Vてないて

暖かい人間的左ふれあいの機会が少左く左り、 jむの通いあう人

間性を回復する場が求められている。

本町では定住性の高い社会が形成されてなり、これまで各種

の同和対策事業やコミュニティ活動を通じた心ふれあう地域社

会づくりに努め、か左りの成果をあげてきたo 今後は、さらK

住民相互間のいきいきとした緊密左ふれあいを強めるととも K、

住民参加を基調とした総合約左地域社会づくりを推進していか

左くては左ら左い。

とのよう左定住性の高い地域社会になける暖かい人間関係を

深め人権尊重の精神を高めていくために、地域改善対策特別措

置法に基づいて環境改善事業を促進するとともに、広報活動や

コミュニティ活動を通じた人権啓発を進めていく。さらに、全

町公園化を基礎にした健康づくり運動Kよるふれあいの場を創

出し、いきいきとしたコミュニティ活動によって地域文化を創

出しつつ、住民参加を一層促進して信頼感と連帯感のあふれた

地域社会を形成していく。
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(施策の方向 〉

(1) コミュニティの振興

本町は農業を基盤とした定住性の高い 10の基礎集落を下

K発展してきてなり、これらの地域社会では左な住民間K連

帯感や信頼感が培われてきている。とれからはとのよう左

地域K根づいた良い精神風土を発展させ、いきいきとしたコ

ミュニティを形成していか左くてはなら左い。

このため集会所左どのコミュニティ施設の整備を充実し、

人と人とのふれあいを深める場づくりを進めるとともに、コ

ミュニティリーダーを育成し、コミュニティ活動を活性化し

ていく。さらに各集落を基礎単位として、各種団体との連携

のもとに地域文化を創造し、地域保健活動の推進、コミュニ

ティ福祉の充実を図って信頼感と連帯感にあふれたいきいき

としたコミュニティを形成していく。

(2) 同和対策の充実

人権の尊重は我が国の憲法に謡われた基本理念であり、同和

問題の解決は国民的課題である。

とれまで本町では、同和対策事業として住宅団地の建設を

はじめとして、隣保館、保育所、児童館、老人いといの家、

共同浴場、集会所左どの整備に取り組み、大き友成果をあげ
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てきた。とれからは施設的左面の充実はもとより、町全体のま

ちづくりとして明確に位置づけ、総合的左施策を展開していか

左くては左ら左い。

とのため、生活環境施設の整備を促進していぐとともK、生

活安定対策や教育・福祉対策を総合的K推進していく。さら

に、教育活動、コミュニティ活動、広報活動を通じて人権啓

発運動を一層展開し、住民相互の連帯をもとに草の根の改善

へ向けて取り組んでいく。
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第5章三宅町基本構想推進の方策

l 住民参加の推進

計画的左まちづくりを進め、本町の将来像である「健康と

みずほ くtヴ劫〉 みやけ

文化のまちづくり」一一瑞穂、の国中の美 しい三宅の園づくり

をめざしてーーをめざしていぐためKは、本町の行政努力だ

けで左く国や県の施策の推進も必要であり、また、周辺市町及び

事業者の協力も含め、町民の創意と協力が必要不可欠である。

このため町民の意思が行政に反映され、また、町政の方向

が町民に的確に伝わるよう広報・広聴活動の充実・強化を図

るととも K、情報公開十てついても十分に検討し、行政と町民

との役割分担と相互の連帯・協力体制を基盤として、本構想

の実現をめざしていく。

2 広域行政の推進

町民の日常生活圏の拡大に伴い、生活環境施設、教育施設

左どの整備は、単に本町だけの課題で左〈行政区域を越えて周

辺市町村との有機的左連携Kよって、一体的に解決を図るべ

きものも多い。特に、本町にないては現在中学校教育及びどみ

し尿処理事業左どは、広域行政として積極的K展開してなり、

今後とも一層効率的K進め左ければ左ら左い。
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3 行政の効率的運用

行政運営の合理化は、複雑化・増大する行政需要K対応す

る施策をより効率的に実施するための手段であれ経済社会

の発展基調が大きく変化する下では、その効率的運用は重要な

課題と左っている。

そのため、職員の資質向上と適正配置、事務管理の能率化

を一層推進し、町民サービスの向上に努める。

4 財政の効率的運用

まちづくりの目標を達成するためには、町民の協力、行政

の内部努力、周辺市町村との協力のほかに、施策に見合った

財源の確保とその効率的運用が必要である。

そのため行政サービスのあり方、行政と町民の役割分担の

再検討左ど、安定成長時代に即応した新しい行政運営の確立

を図り、今後とも財源の確保を図り左がら、事務・事業の重

点的選択、投資の効率化左どを推進し、財政の効率的運営に

努める。
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